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大館市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金交付要綱 

 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、地震の発生、経年劣化等により倒壊する可能性のある危険なブ 
ロック塀等の撤去を推進し、市民の安全を守ることを目的として、道路等に面する
危険ブロック塀等を撤去する者に対し、大館市危険ブロック塀等撤去支援事業補助
金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、大館市補助金等の適正に関す
る規則（昭和６２年規則第８号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと
する。 
 
（用語の定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。 
⑴ 道路等 道路、公園及び緑地で、不特定多数の者が通行する場所をいう。 
⑵ ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、鉄筋が入っ
ていないブロック造その他の組積造の塀をいう。 

⑶ 危険ブロック塀等 道路等に面し、道路等からの高さが１メートル以上（道路 
等とブロック塀等を設置している土地の地盤面の高さが異なる場合にあっては、 
道路等からの高さが１メートル以上、かつ、ブロック塀等を設置している土地か 
らの高さが０．６メートル以上）のブロック塀等であって、ブロック塀等の危険 
度点検表（様式第１号）の点検項目で、１項目以上の不適合があるものをいう。 

 
 （補助対象工事等） 
第３条 補助金の交付の対象となる工事は、市内に存する危険ブロック塀等を所有し、
又は管理する者が、市内に本店を有する建設業者（市内に住所を有する個人事業者
を含む。）等と工事請負契約を締結して実施する工事であって、次の各号のいずれ
かに該当するものとする。 
⑴ 危険ブロック塀等の全てを撤去する工事 
⑵ 危険ブロック塀等の道路等に面する高さを０．６メートル以下に減ずる工事 
⑶ 危険ブロック塀等の基礎部分が擁壁、底板付鉄筋コンクリート基礎等で頑丈な 
構造なものについて、基礎から上部のブロック塀等を全て撤去する工事 

⑷ 危険ブロック塀等と一体になっている門柱について、危険ブロック塀等と一体 
的に全てを撤去する工事又は道路等に面する高さを０．６メートル以下に減ずる 
工事 

２ 前項の工事は、第９条に定める期日までに完了するものでなければならない。 
３ 前２項の規定にかかわらず、次に該当する工事は補助金の交付対象としない。  
⑴ 過去にこの補助金の交付を受けたことがある土地に存するブロック塀等を撤 
去する工事 

⑵ 個人、法人を問わず、自らが実施する工事 
⑶ 危険ブロック塀等を所有する者の同意を得ていない工事 
⑷ 危険ブロック塀等が存する土地に抵当権が設定されている場合であって、抵当 
権者の同意を得ていない工事 
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⑸ 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事 
⑹ 他の制度により補助金等の交付を受ける工事 
⑺ その他補助金の交付が適当でないと市長が認める工事 
４ 補助金の交付対象となる費用（以下「補助対象費用」という。）は、次の各号のい
ずれかに該当するものとし、次条第１項第１号、第２号及び第３号に規定する補助
対象者は消費税及び地方消費税を含む額とし、第４条第１項第４号に規定する補助
対象者は消費税及び地方消費税を含まない額とする。 
⑴ 危険ブロック塀等の解体費用 
⑵ 危険ブロック塀等の解体により生じた廃材等の収集、運搬及び処分に要する費 
 用 
⑶ 工事の際、周囲の安全を確保するための対策に要する費用 
⑷ 工事の実施に必要な諸経費 

 
（補助対象者） 
第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、危険ブロック
塀等を撤去しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 
⑴ 危険ブロック塀等が存する土地を所有する個人 
⑵ 危険ブロック塀等が存する土地を借り受けて、当該土地上にある住宅（借家
を含む。）に居住している個人（本市に住所を有する者に限る。） 

⑶ 危険ブロック塀等が存する土地を所有する町内会若しくはこれに類する団
体又は土地を借り受けて管理している町内会若しくはこれに類する団体 

⑷ 危険ブロック塀等が存する土地を所有する法人又は土地を借りて管理して
いる法人 

２ 補助対象者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。 
⑴ 補助対象者（前項第４号に該当するものにあっては法人の代表者を含む）は、
納期が到来している本市の市税に未納がないこと。 

⑵ 土地の販売を目的とした建築物の解体工事や整地に併せて行う危険ブロック 
 塀等の除却工事でないこと。 
 
（補助の種別及び補助金の額） 
第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 前条第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する者 補助対象費用の 
合計額に２分の１を乗じて得た額で、１０万円を超えない額 

⑵ 前条第１項第４号に該当する者 補助対象費用の合計額に３分の１を乗じて 
得た額で、８万円を超えない額 

２ 前項の補助金の額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。 
 
（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事の着手
前に大館市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金交付申請書（様式第２号。以下「申
請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
⑴ 危険ブロック塀等が存する土地を示す位置図等 
⑵ 危険ブロック塀等の現況写真（道路等の側から塀全体と道路を撮影したもの、塀 
の内側から塀を撮影したもの、損傷個所などを撮影したもの） 



 3

⑶ 工事見積書 
⑷ ブロック塀等の危険度点検表（様式第１号） 
⑸ 危険ブロック塀等を所有していない場合にあっては、ブロック塀等が存する土 
地を所有者から借り受けていることを示す契約書等の写し及び所有者の同意書 
（様式第３号） 

⑹ 本市に住所を有していない者にあっては、氏名、住所及び生年月日が分かる書 
類（運転免許証、健康保険証又は住民票など）の写し 

⑺ 第４条第１項第４号に該当する補助対象者にあっては、法人の登記事項証明書 
⑻ その他市長が必要と認める書類 
 
（交付決定等） 
第７条 市長は、申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査のうえ申請書
を受理した日から３０日以内に交付の可否を決定し、大館市危険ブロック塀等撤去
支援事業補助金交付決定（却下）通知書（様式第４号）により当該申請者に通知す
るものとする。 
 
（申請内容の変更又は廃止） 
第８条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助決定者」と
いう。）は、申請の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、大館市危険ブロッ
ク塀等撤去支援事業補助金変更・廃止申請書（様式第５号。以下「変更・廃止申請
書」という。）に内容を確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
２ 第４条に規定する補助対象者の要件を満たす者が、補助決定者から補助対象工事
を引き継ぎ、補助金の交付を受けようとするときは、変更・廃止申請書に次に掲げ
る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 契約者を変更した工事請負変更契約書の写し 
⑵ 補助決定者との関係が分かる戸籍謄本 
⑶ 除籍の全部事項証明書（補助決定者が亡くなった場合） 
⑷ その他市長が必要と認める書類 
３ 市長は、前２項の規定による申請の内容を審査し、申請内容の変更又は廃止につ
いて承認したときは、大館市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金変更・廃止決定
通知書（様式第６号）により補助決定者に通知するものとする。 
 
（事業完了実績報告） 
第９条 補助決定者は、危険ブロック塀等の撤去工事が完了したときは、当該年度に
属する３月１５日（当該日が土曜日、日曜日又は祝日であるときはその翌日）まで
に、大館市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金実績報告書（様式第７号）に、次
に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
⑴ 工事請負契約書の写し 
⑵ 工事代金領収書の写し 
⑶ 撤去工事完了後の写真 
⑷ 第３条第４項第３号の費用を計上している場合にあっては、工事中の安全確保 
対策を講じている写真 

⑸ その他市長が必要と認める書類 
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（補助金の額の確定） 
第１０条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査のう
え、交付すべき補助金の額を確定し、大館市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金
額確定通知書（様式第８号）により当該報告書を提出した者に通知するものとする。 
 
（補助金の交付請求等） 
第１１条 補助決定者は、前条の規定による補助金の額の確定を受けた後、補助金の
請求をしようとするときは、請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならな
い。 
２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するもの
とする。 
 
（交付決定の取消し等） 
第１２条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補
助金の交付に係る決定を取り消し、その内容を大館市危険ブロック塀等撤去支援事
業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により当該補助決定者に通知するも
のとする。 
⑴ この要綱に定める補助金の交付要件に該当しないこととなったとき。 
⑵ 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。 
⑶ 前２号に定めるもののほか、補助金を交付する者としてふさわしくないと認め 
たとき。 

 ⑷ 補助金の交付を受けて除去した危険ブロック塀等が所在した土地を、補助金の
交付を受けた日から１年以内において、家族以外の者に譲渡又は譲与した行為が
あったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に
補助金が交付されているときは、大館市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金返還
命令書（様式第１１号）により、期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。 
 
 （調査等） 
第１３条 市長は、補助金の適正な執行のため必要があると認めるときは、補助決定
者に必要な事項について報告させ、又は担当職員に現地調査及び帳簿書類等の調査
を行わせることができる。 
 
 （その他） 
第１４条 この事業を利用し危険ブロック塀等を撤去した後、再びブロック塀等を設
置する場合は、建築基準法関係法令で定める設置基準を満たすものとすること。 
２ 前項の規定に適合しないと認められる場合は、第１２条の規定を準用する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 
 
附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 


